
 

 
 

 
 

 

 

 

 

平成３０年第２回臨時町議会は５月８日に開会し、条例改正について審議し、 

原案どおり可決されました。 

条 例 改 正 

◆町税条例等の一部を改正する条例の制定・・・・・・・・・原案可決 

 地方税法等の改正に伴い、町税条例等の一部を改正いたしました。 

行 政 報 告 

◆民生費指定寄付金について 

 このたび、１件の寄付金があったことの報告がありました。 

 町の高齢者福祉に役立てていただきたいと、１００万円の寄付がありました。 

 寄付金は、社会資本整備基金に積み立てし、有効に活用させていただきます。 

 

 平成３０年第２回定例会は、６月１３日（水） 

から６月１５日（金）までの予定で開催します。 

 役場２階の議場で誰でも傍聴することができます。 

多くの町民の皆さんの傍聴をお待ちしています。 

 また、役場１階町民ホールのテレビでも放映して 

いますので、お気軽にご覧ください。 

  ※ 議会では、臨時町議会で審議・議決した内容をいち早く、町民の皆さんにお知らせする 

   ために「議会だより（臨時号）」を発行しています。 

 

訓子府町議会 平成３０年６月１日 

〔議会事務局☎４７－２１８４〕 


